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Ⅰ 政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

＜法人の使命＞ 

独立行政法人工業所有権情報・研修館（以下「ＩＮＰＩＴ」という。）は、発明、実用新案、意匠

及び商標に関する公報、審査及び審判に関する文献その他の工業所有権に関する情報の収集、整理

及び提供、特許法（昭和３４年法律第１２１号）上の中小企業者及び試験研究機関等に対する工業

所有権の保護及び利用に関する助言及び助成並びに特許庁の職員その他の工業所有権に関する業

務に従事する者に対する研修を行うこと等により、工業所有権の保護及び利用の促進を図ることを

目的としている。 

 

＜政策を取り巻く環境の変化＞ 

デジタル化とグリーン化の競争に対応し、新型コロナウイルス感染症によりダメージを受けた日

本の経済を回復していくためには、イノベーションの力を最大限発揮する必要がある中、「スター

トアップ育成５か年計画（令和４年１１月２８日決定）」においては、スタートアップの起業加速

を通じて、日本にスタートアップを生み育てるエコシステムを創出すること、また、「知財推進計

画２０２３（令和５年６月決定）」では、企業における知財・無形資産の投資・活用が重要な鍵で

あるとの認識の下、多様なプレイヤーが社会の知財・無形資産をフル活用できる経済社会への変革

を目指し、当該計画に基づく施策を着実に実行していくことが求められており、ＩＮＰＩＴが担う

べき役割も多数言及されている。 

さらに、ＩＮＰＩＴ法第十一条第六号に中小企業者・試験研究機関等に対する工業所有権の保護

及び利用に関する助言業務が明文化されるとともに第七号に助成業務が追加され、中小企業・スタ

ートアップの知財経営支援の中核機関としてさらなるワンストップ知財支援を実現することが期待

されている。また、産業競争力強化法において、第二十一条の十五で特定新需要開拓事業者への助

言、第三十四条の二第一項及び第二項で特定中堅企業者のうち事業再編計画の認定を受けた者に対

する助言等を行うことが規定されるとともにＩＮＰＩＴ法第十一条第十号に当該業務が追加され、

我が国経済のけん引役である中堅企業・スタートアップに対して知財の観点から支援することが期

待されている。 

 

＜法人の現状と役割＞ 

ＩＮＰＩＴは、第五期中期目標期間において、４７都道府県に知財総合支援窓口を設置し、中堅・

中小・スタートアップ企業、大学等に対するアイデア段階から知的財産の取得・利活用に至るまで、

支援ニーズに迅速に対応できるよう地域の相談・支援体制の構築を図るとともに、多様な専門家等

も活用し、中小企業等の知財に係る課題に、適切に対応を図ってきた。さらに、特許庁とも密接に

連携し、基盤システム（J-PlatPat）による産業財産権情報の提供、初心者から専門家に至る幅広い

知的財産関連人材の育成など、知財に関する総合的な支援実施機関としての役割を担ってきた。 

一方、我が国の知的財産の活用状況に目を向けると、資力、人的リソース、情報、ノウハウ等が

不足しているが故に、知財を企業経営のキーエレメントに据える「知的財産経営」を実践するまで

には至っていない中小企業等が依然として多数存在している。 

産業財産権を通じて未来を拓く「知」が育まれ、新たな価値が生み出される知財エコシステムを
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協創することでイノベーションを促進する社会を実現していくため、ＩＮＰＩＴには、更なる支援

メニューの充実化、関係機関との連携強化、ＩＮＰＩＴ自身の体制強化などにより知財経営支援の

中核機関としての体制を整えより一層貢献していくことが求められる。 

 

Ⅱ 中期目標の期間 

令和６年４月１日～令和１０年３月３１日 （４年間） 

 

Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

特許庁とＩＮＰＩＴが令和５年５月に策定した「知財活用アクションプラン1」では、中小・スター

トアップ企業、大学等における知財戦略をはじめとする事業構想の支援強化を図るため、以下の３つ

のポイントを掲げた。 

①地域のニーズに即したきめ細かいワンストップ知財経営支援サービスの実現 

地域ニーズに即した地域ブロックごとの知財経営支援体制の構築や全国一律での高品質な知

財経営支援サービスの提供（知財経営支援ネットワークの構築） 

②大学シーズをはじめとする研究開発成果の社会実装までを実現する知財戦略の浸透 

地域の中小企業、スタートアップ、大学を施策の対象として一体的に捉えて、研究開発から社

会実装までを切れ目無く支援する体制構築 

③経営戦略と知財戦略の一体化 

知財を経営に活用する重要性に関する｢気づき｣の促進や中小企業等に対する経営支援への知

財支援の組み込み   

 

上記３つのポイントを、第六期中期目標期間中のＩＮＰＩＴの主要な役割として位置づけ、知財経

営支援の中核機関として以下のような事業に取り組むこととする。 

また、従前よりＩＮＰＩＴが実施している特許庁職員等に対する研修及び特許庁の審査資料の整

備・提供等の業務は、特許庁の最重要政策である「世界最速・最高品質の審査」の実現を支援するも

のであり、引き続き着実に実施し特許行政に貢献していく。 

なお、ＩＮＰＩＴは、特許庁の実施庁目標に記載されている効果指標（第六期中期目標期間開始時

点である令和６年度実施庁目標では、「新規に特許等の出願を行う中小企業数 14,000社以上」及び「特

許出願件数（内国人の特許出願件数）に占める中小企業の割合 18％以上」）の達成に貢献していく。 

 

１．知財エコシステムを支える知財課題発掘―知財形成―知財の戦略的活用のワンストップ

支援 

知財の課題発掘から知財の形成、知財の戦略的活用まで、関係機関とも連携しながらワンストップ

で支援する支援エコシステムを形成し、優れた技術を持つ中堅・中小・スタートアップ企業等の事業

成長、知財の海外流出対策、海外展開における知財戦略の構築や大学等の研究開発成果の社会実装に

向けた支援を行う。また、知財活用の成功事例の情報発信を効果的に行い、知財エコシステム形成に

 
1 https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230524002/20230524002.html 

https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230524002/20230524002.html
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寄与する。 

 

（１）関係機関との連携 

特許庁、ＩＮＰＩＴ及び日本弁理士会は、日本商工会議所と連携して「知財経営支援ネットワー

ク」の取組を強化し、地域における支援システムのコアを形成する。また、独立行政法人中小企業

基盤整備機構、公益財団法人全国中小企業振興機関協会、スタートアップ支援機関連携協定に参加

する政府系機関、農林水産省、公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会（JATAFF）、一般財団

法人日本規格協会（JSA）、地方自治体、金融機関等とも連携し、地域の中堅・中小・スタートアッ

プ企業等の“稼ぐ力”の向上に取り組む。加えて、ＩＮＰＩＴの機能の地方展開に取り組む。 

 

（２）伴走支援と知財経営成功事例の創出 

中小企業、スタートアップ企業等の相談者のうち成長が期待できる有望企業に対して、ビジネス

モデル診断から知財戦略構築まで助言する伴走支援を行う。また、その成功事例を創出し、広く情

報発信を行い「知的財産経営」の自走に寄与する。 

さらに、イノベーションの促進及び新陳代謝に寄与するため、産業競争力強化法における特定中

堅企業者のうち事業再編計画の認定を受けた者に対しても、事業再編時の知財活用の観点から助言

を行う。 

 

（３）大学等の研究開発成果の社会実装に向けた知財戦略策定等の支援 

大学等のシーズの社会実装を促進するため、社会実装までを視野に入れた知財戦略の策定、プロ

ジェクト当事者間の知財の取扱等に関する助言を行う。また、公的資金が投入された研究開発プロ

ジェクトを推進する研究開発機関等に対し、その成果が事業化・産業化につながるよう、研究開発

成果の出口・活用を見据えた知財の管理・権利化等を実現する知財戦略の策定等に関する助言を行

う。 

さらに、イノベーションの促進及び新陳代謝に寄与するため、産業競争力強化法における特定新

需要開拓事業者に対しても、オープンクローズ戦略の策定に関し知財活用の観点から助言を行う。 

 

（４）工業所有権の保護及び利用を図るための助成 

特許法上の中小企業者・試験研究機機関等及び産業競争力強化法における認定事業再編事業者等

である特定中堅企業者に対する助成について、関係規定等を整備した上で事業を開始し、知財の戦略

的活用の支援強化を図る。 

 

【指標】 

（定量指標） 

指標１－１：関係機関との連携件数について、令和６年度は、１２，０００件以上を、令和７年度か

らは中期目標期間中毎年度、１３，３００件以上を達成する。 

 

指標１－２：関係機関との連携による、経営や事業戦略上の課題解決の状況を踏まえて判断を行う。
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サンプル調査により、経営や事業戦略の課題解決に相当程度寄与したケースの割合が、

中期目標期間中毎年度、５０％以上を達成する。（アウトカム指標）【重要度高】【困難度

高】 

 

指標１－３：伴走型支援を行った企業数について、中期目標期間終了時までに、累計２００社以上を

達成する。 

 

指標１－４：伴走型支援により事業成長上の効果が認められた企業数について、中期目標期間終了時

までに、累計５０社以上を達成する。（アウトカム指標）【困難度高】 

 

指標１－５：助成を受けてなされた海外出願（同一発明等で複数国出願の場合は１件とする。）が、中

期目標終了時までに累計７２０件以上を達成する。 

 

（定性指標） 

指標１－６：認知度を高めるべく、関連機関との連携による支援の結果、経営や事業戦略の課題解決

に効果をもたらすことができた成功事例について、専用ウェブサイト、ＳＮＳ等を通じ

て情報発信を強化する。 

 

指標１－７：関連機関との連携において、単に相談案件の受け渡しを行うだけでなく、関係機関の各

担当者が知財の重要性に関する気づきを得られる機会を増大し、連携によって課題解決

に導くことができた成功事例／失敗事例を用いた研修や知財セミナーの実施や周知活動

等を強化することにより、各担当者の知財スキルアップ（知財人材育成）に貢献する。 

 

指標１－８：伴走型支援の成功事例は、知財の戦略的活用は“稼ぐ力”の向上に貢献するというＩＮ

ＰＩＴの使命を裏付ける証拠となるもの。単に支援実績をホームページで公表するだけ

に留めず、経営者の考え方の変化や、専門家チームとのやり取り、意見の相違から腹落

ちするまでのプロセス等を詳細に纏め、分かりやすく公衆に示すことにより、“稼ぐ力”

の向上に貢献する。 

 

指標１－９：中小企業者・試験研究機関等に対して、事業者の経営戦略や試験研究機関等の研究開発

の方向性も踏まえつつ知財の活用や課題解決に資する助言を行い、「知的財産経営」の自

走や研究開発成果の社会実装の促進に貢献する。 

 

指標１－１０：産業競争力強化法における特定中堅企業者のうち事業再編計画の認定を受けた者及び

特定新需要開拓事業者に対して助言を行うにあたっては、既存のリソース及びこれまで

蓄積してきた支援ノウハウを活用し、当該事業者の経営戦略の方向性も踏まえながら、

知財の活用や課題解決に資する助言を行い、イノベーション促進に貢献する。 
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指標１―１１：工業所有権の保護及び利用を図るための助成事業については、ＩＮＰＩＴの既存の支

援施策とのシナジーによる知財の戦略的活用支援の強化と、効率的な事業実施の両立

を考慮しつつ、ワンストップ知財支援の実現及びイノベーション促進に貢献する。 

 

＜留意事項・想定される外部要因＞ 

・知財戦略の策定と実行の重要性を認識している中堅・中小・スタートアップ企業等においても、経

営環境の急速な悪化があると資金が不足し知財活動が停滞することが多い。そのため、成果指標と

効果指標は、企業の経営環境の急速な悪化が全国的に生じた場合（例えば、リーマンショック時の

ようなグレートリセッション、パンデミック、大規模な自然災害等）は、評価において適切に考慮

するものとする。 

・関係機関における支援事業の全国規模での大幅な廃止・撤退があった場合は、連携件数に直ちに影

響を与えるため、このような場合は評価において適切に考慮するものとする。 

 

＜指標水準の考え方＞ 

指標１－１：令和６年度は、第五期中期目標期間中の目標件数９，０００件を目安にしつつ、令和２

年度から令和４年度までの過去３年間における関係機関との連携件数（令和２年度：９，

７９２件、令和３年度：１１，２９１件、令和４年度：１３，６１５件）から算出され

た年平均の連携伸び率約１７．９％を基準とし、第五期における連携パートナーの増加

を踏まえれば、より一層の連携が想定されるため、政策的に更に１５％を上積みして（合

計３２．９％増）、１２，０００件以上を目標とする。また、令和７年度からは中期目標

期間中毎年度、令和３年度から令和５年度までの３年間における関係機関との連携件数

（令和３年度：１１，２９１件、令和４年度：１３，６１５件、令和５年度：１４，８

５６件）から算出された年平均１３，２５４件をもとに、１３，３００件以上を目標と

する。 

 

指標１－２：経営や事業戦略の課題解決に相当程度寄与したケースの割合については、個別連携事案

の当初課題からみて、ＩＮＰＩＴによる支援の効果を調査することになるが、例えば、

新規事業立上げや販路拡大などのビジネス課題に対し、適切な知財ポートフォリオの確

保と活用、ブランディング支援、ノウハウの活用など、知的財産面での支援が効果的で

あったか、定性的な面から高いレベルでの効果をもって判断することを意図しており、

課題解決に寄与した割合５０％以上を目標とする。 

 

指標１－３：「知財活用アクションプラン」において、①ディープテック分野のスタートアップに対す

る支援強化が求められていること、また、②商工会議所等との連携強化により、知財支

援のすそ野を広げることが求められており、いわゆる製造業以外の支援対象者が増加す

ることが見込まれる。そのため、伴走型支援において、支援の困難さが増すとともに、

支援に必要となる専門家のバリエーション拡大が想定されるため、支援リソースも考慮

し、第五期中期目標期間の支援実績と同様２００社以上を成果指標とする。 
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指標１－４：支援対象の高度化・高難度化を踏まえ、効果指標は第五期中期目標期間と同様、事業成

長上の効果が認められた企業数について支援企業のうち２５％以上（５０社以上）を効

果目標として設定する。なお、事業成長上の効果の判断については、伴走支援によって

売上増、営業利益増、雇用増、投資額増に寄与したかどうかなどを踏まえ、客観的に行

う。 

 

指標１－５：ＩＮＰＩＴ外国出願補助金の公募について、１回あたりの交付の決定を８０件、公募回

数については単年度あたり平均３回、令和７年度以降の３年度で合計９回行われるもの

として、この合計で７２０件以上を目標とする。 

 

＜重要度高・困難度高の設定理由＞ 

指標１－２： 

【重要度高】 関係機関との連携強化は「知財推進計画２０２３」にも掲げられた重点施策の１つで

あり、効果指標として重要である。 

【困難度高】 経営や事業戦略の課題解決に効果をもたらすことができたかの基準は、支援を受けた

者の期待値にも左右される。そのため、その解決に寄与したと５０％以上のユーザー

から評価を得るのは達成困難な指標である。 

 

指標１－４： 

【困難度高】 事業成長上の効果が認められたかの基準は、知財に係る支援の効果単独で測ることは

できず、売上増、営業利益増、雇用増、投資額増等からの総合的な判断となるため、

累計５０社以上は達成困難な指標である。 

 

２．知財エコシステムを支える産業財産権情報インフラの整備とその利活用 

特許公報等の産業財産権情報はイノベーションの基礎となる情報であり、ＩＮＰＩＴは引き続き産

業財産権情報のインフラを整備し、迅速かつ安定的な情報提供を行う。また、産業財産権情報を知的

財産経営に有効に活用する方策を広く普及する取組を促進する。 

 

（１）産業財産権情報の普及、内容の充実及び提供 

特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）をはじめとした、国内外の産業財産権情報を提供するた

めのインフラを安定的に提供するとともに、費用対効果の観点も十分に踏まえつつ、更なる利便性

向上に向け、現行のシステムの刷新も見据えた必要な見直しを検討・実施する。また、産業財産権

情報の有効活用を促すため、全国各地において参加可能なセミナー等の開催や利用方法・活用方法

を紹介するマニュアル等の提供活動の充実を図る。さらに、ＩＮＰＩＴは「工業所有権の保護に関

するパリ条約」に基づく「中央資料館」として位置づけられていることを踏まえ、公報閲覧室を設

置し、我が国の公報を全件閲覧可能とする。 
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（２）中小企業等における経営課題解決のための知的財産情報の有効活用の促進 

企業が経営戦略や事業戦略を検討する際には、知的財産の情報を加味した上で分析することが重

要である。中小企業等に対し、「市場」や「事業」の情報に「知財」の情報を合わせた分析を行い、

課題解決策を提案する支援を行うとともに、支援を通じて有効であった事例を分析し、中小企業等

に適した分析モデルとして公表し、知的財産情報の有効活用を促進する。 

 

【指標】 

（定量指標） 

指標２－１：知財情報の基盤検索サービスである J-PlatPatの普及状況を踏まえて判断を行う。中期

目標期間中毎年度、 ①マニュアルの配布件数、②講習会受講者数、③動画コンテンツ再

生数を合わせて、２２，０００以上を達成する。 

 

指標２－２：J-PlatPat の企業活動における利活用状況（J-PlatPat を用いた競合他社の先行技術調

査、技術動向調査、先願商標調査等により実現できた重複出願の排除、重複研究開発の

回避、他社技術に対する侵害調査といった具体的な利活用の状況）を踏まえて判断を行

う。サンプル調査に基づき、中期目標期間中毎年度、具体的に利活用が出来た割合が２

／３以上を達成する。（アウトカム指標）【重要度高】【困難度高】 

 

指標２－３：「市場」や「事業」の情報に「知財」の情報を合わせて分析を行い、中小企業等の抱える

経営や事業の課題に対して、強みを活かした解決策を提供・提案する（以下「IPランド

スケープ」という。）ことを目的とした支援を実施する。中期目標期間中毎年度、８０件

以上を達成する。 

 

指標２－４：中小企業等に対し IPランドスケープを目的とした支援を実施し、対象企業において課題

解決に向けた戦略策定に具体的に有効であった事例を踏まえて判断を行う。経営計画の

策定、販路拡大、競争力の強化、事業の転換等に活用できた事例に関し、中期目標期間

中毎年度、４０件以上を達成する。（アウトカム指標）【困難度高】 

 

（定性指標） 

指標２－５：マニュアル、講習会テキスト、動画コンテンツに関しては、ユーザーのレベル、ニーズ

に応じて、内容、説明の方法等をアレンジ、カスタマイズすることが必要。ユーザーの

生声に基づいたマニュアル、講習会テキスト、動画コンテンツの不断の改善を求めると

ともに、受身の姿勢でマニュアル、講習会、動画コンテンツを提供することに留まらず、 

“プッシュ型”の普及活動を強化する。 

 

指標２－６：IPランドスケープを目的とした支援が有効であった事例を分析し、中小企業等に適した

“自走モデル”として公表すると共に、中小企業等が自ら実施するための課題等につい

て、特許庁の政策立案に資するフィードバックを質・量ともに充実・強化する。 
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＜留意事項・想定される外部要因＞ 

・企業等を巡る経営環境の急速な悪化が全国的に生じた場合（例えば、リーマンショック時のような

グレートリセッション、パンデミック、大規模な自然災害等）は、資金が不足し知財活動が停滞す

ることが多いため、企業等に加え、弁理士事務所等の支援者を含めた知財エコシステムの循環が停

滞し、J-PlatPat利用度も減少する恐れがある。 

J-PlatPatや IPePlat（動画コンテンツの提供インフラ）は安定稼働に努め、万全の対策は施してい

るものの、予期し得ないサイバー攻撃や大規模災害等により、サービスに支障をきたす恐れがある。 

これらの要因に変化があった場合には評価において適切に考慮するものとする。 

・知財戦略の策定と実行の重要性を認識している中堅・中小・スタートアップ企業等においても、経

営環境の急速な悪化があると資金が不足し知財活動が停滞することが多い。そのため、成果指標と

効果指標は、企業の経営環境の急速な悪化が全国的に生じた場合（例えば、リーマンショック時の

ようなグレートリセッション、パンデミック、大規模な自然災害等）は、評価において適切に考慮

するものとする。 

 

＜指標水準の考え方＞ 

指標２－１：過去におけるトレンド（①マニュアルの配布数（令和２～４年度：年平均１３，５１５

部）、②講習会受講者数（同：年平均のべ４１７名）、③動画コンテンツの再生数（同：

年平均７，３６４回））を踏まえて、合計値として２２，０００回以上と設定する。 

 

指標２－２：無料のウェブサービスである J-PlatPatは、膨大な産業財産権情報を検索する基本ツー

ルとして、誰でも手軽に利用できる情報提供の支援インフラとしての役割を果たしてい

る。J-PlatPat 利用者に対し、産業財産権情報の利活用に関する調査を実施し、知財経

営に資する産業財産権情報提供サービスが適切に運営されているかを測るため、利用者

が J-PlatPatを企業等の知財活動に有効に利活用した割合について、中期目標期間中毎

年度、２／３以上を達成する。 

 

指標２－３：支援可能な専門人材の人的リソースを最大限活用した場合の年間実績可能件数を８０件

とし、成果指標（アウトプット）の目標として掲げた支援事業件数、効果指標（アウト

カム）に掲げた件数については、第六期中期目標期間中、年８０件×４年＝３２０件の

母数の内、年４０件×４年＝１６０件規模の有効事例を出すことで、IPランドスケープ

の導入に興味を持つ潜在的企業に対する“呼び水”とする。 

 

指標２－４：対象企業において課題解決に向けた戦略策定に具体的に有効であったかについては、経

営計画の策定、販路拡大、競争力の強化、事業の転換等の経営課題に対し、経営者が IP

ランドスケープ支援の結果を経営判断に活用したか評価することとなるが、経営者の主

観的判断に大きく影響を受けることを踏まえれば、過半数の４０件以上を目標とする。 
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＜重要度高・困難度高の設定理由＞ 

指標２－２： 

【重要度高】 J-PlatPat を用いた知財情報活用は「知財推進計画２０２３」にも掲げられた重点施

策の１つであり、効果指標としては重要である。 

【困難度高】 J-PlatPat の企業活動における利活用形態は、各社によって千差万別であり、また、

企業規模（大企業／中小企業等）によっても検索機能の要望レベルが異なることを踏

まえれば、具体的に利活用が出来た割合が２／３以上は達成困難な指標である。 

 

指標２－４： 

【困難度高】 対象企業において課題解決に向けた戦略策定に具体的に有効であった否かは、経営者

の主観的判断に大きく影響を受けることを踏まえれば、４０件以上は達成困難な指標

である。 

 

３．知財エコシステムを支える人材育成 

中堅・中小・スタートアップ企業、大学等における知財の戦略的活用の重要性の高まりを踏まえ、

知財担当者にとどまらず、経営層や他機関の支援人材、専門家などターゲットを明確化して研修プロ

グラムを充実させる。そして、特許庁及びＩＮＰＩＴが有する知識、経験及びノウハウに基づいて開

発・作成した知財人材育成教材等について、インターネット経由で広く提供するためのプラットフォ

ーム（IP ePlat）を積極的に活用して知的財産関連人材の量的・質的拡大を図る。 

 

（１）多様な対象者に応じた教材コンテンツの作成と利活用の促進 

企業の知財担当者、研究開発者、弁護士、弁理士、中小企業支援人材等の様々な対象者ごとに、

それぞれに適したコンテンツを体系的・計画的に開発し知財人材育成教材の利用拡大を図る。さら

に、ＩＮＰＩＴが実施する研修における利用に加え、中小企業支援機関や企業・団体・大学・高等

学校等での利活用も促し、普及の拡大を図る。 

 

（２）若年層に対する知財学習支援 

学生・生徒などの若年層の知財マインドを醸成するため、知財学習に取り組む全国各地の学生・

生徒の発明や意匠の創作を推奨し、優れた創作の顕彰と出願支援を行うパテントコンテスト・デザ

インパテントコンテストを実施する。また、高校生や高等専門学校学生などへの、知財の創造から

保護、活用まで総合的な知財マインドの醸成を目的とした知財学習に対する支援を実施する。 

 

（３）海外の知財人材育成機関との連携・協力の推進 

ＩＮＰＩＴと中国、韓国及びＡＳＥＡＮ諸国等の知財人材育成機関との間で、知財人材育成に関

するノウハウの相互提供等に関する連携・協力を引き続き推進する。 

 

【指標】 

（定量指標） 
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指標３－１：IP ePlat に掲載する知財人材育成教材の新規コンテンツ（既存コンテンツの更新を含

む。）の開発状況を踏まえて判断を行う。関係機関との連携の下、中期目標期間終了時ま

でに、累計６６本以上を達成する。 

 

指標３－２：ＩＮＰＩＴが開発した知財人材育成教材の利活用状況を踏まえて判断を行う。中期目標

期間終了時までに、ＩＮＰＩＴが主催する知財関連研修、セミナー等の機会を通じて実

際に教材を利用した者及び IP ePlat 等を通じて知財人材育成教材をダウンロードした

者（以下「教材利用者」という。）の合計、累計２８，０００者以上を達成する。（アウ

トカム指標）【重要度高】【困難度高】 

 

（定性指標） 

指標３－３：IP ePlat自体はプル型のプラットフォームであるが、数多くのコンテンツがインターネ

ットを通じて提供されている事実を認識していない潜在的ユーザーも多数いることから、

中小企業支援機関や企業・団体・大学・高等学校等に対し知財人材育成教材に関する情

報提供を強化し、かつ、連携パートナー等のニーズを把握してコンテンツを改善する。 

 

＜留意事項・想定される外部要因＞ 

・セミナー等はグループディスカッションを含む形式で開催していることもあり、オンライン開催も

取り得るとはいえ、コロナ禍でみられたような感染症の大規模流行といった不測の事態においては

受講を控える要因となり、その場合は成果指標が大きな影響を受け得る。 

また、成果指標は、経営環境の急速悪化、為替の変動、投資資金の国外流出、エネルギーコストの

急上昇や大規模な自然災害等の要因により影響を受け得る。 

これらの要因に変化があった場合には評価において適切に考慮するものとする。 

 

＜指標水準の考え方＞ 

指標３－１：第五期中期目標期間中、知財人材育成教材の開発を累計５０件行うが、令和４年度から

過去３年間における関係機関との連携伸び率が約１７．９％であり、更なる連携の伸び

（＋１５％）が想定されること踏まえ、関係機関のニーズを踏まえながらコンテンツの

一層の充実を図る（５０×１３２．９％＝６６．４５）。なお、コンテンツ開発１本ごと

に各種調整等の労力がかかることを踏まえ、成果指標としては IP ePlat のコンテンツ

本数で計上する。 

 

指標３－２：セミナー等の機会及びダウンロードを通じて実際に教材を利用した者、IP ePlat等を通

じて教材をダウンロードした者等の総数が年間約７，０００者弱であることを踏まえ、

今期間中は２８，０００者を指標とする。 

 

＜重要度高・困難度高の設定理由＞ 

指標３－２： 
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【重要度高】 知財を創造・活用する人材の育成は「知財推進計画２０２３」にも掲げられた重点施

策の１つであることから、知財人材育成教材を提供する IP ePlat の活用は効果指標

として重要である。 

【困難度高】 知財関連研修、セミナーでの利用者数、知財人材育成教材のダウンロード数は、ユー

ザーの主体的行動によるものであることを踏まえれば、累計２８，０００者以上は達

成困難な指標である。 

 

４．世界最速・最高品質審査を始めとする特許行政への貢献 

ＩＮＰＩＴが実施している特許庁職員等に対する研修及び特許庁の審査資料の整備・提供等の業務

は、特許庁の最重要政策である「世界最速・最高品質の審査」の実現を支援するものであり、引き続

き着実に実施する。 

 

（１）特許庁職員に対する研修 

特許庁職員に対する研修については、特許庁と緊密に連携しつつ、特許庁が定める「研修計画」

に則って実施する。また、研修カリキュラムについて、研修効果等を精査・評価し、より効率的か

つ効果的な研修となるよう見直しを行い、必要に応じ改善を進める。 

 

（２）調査業務実施者の育成研修 

「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律」（平成２年法律第３０号）に規定されている先

行技術文献の調査を実施する調査業務実施者に求められる研修については、特許庁が定める「調査

業務実施者育成研修実施方針」に則って実施する。また、特許庁審査官のニーズに応えられるレベ

ルまで文献調査能力を向上させるため、研修カリキュラム等の改善を適宜行う。 

 

（３）審査・審判関係資料の収集、閲覧サービスの提供及び電子データの整備等 

特許庁の審査資料として特許協力条約に規定する文献や特許公報以外の技術文献等を収集し、特

許庁審査・審判関係部署に提供するとともに、出願書類の保管・出納業務、特許庁庁舎における相

談窓口業務を着実に実施する。また、国際協力に関する特許庁の取組を支援するため、引き続き、

我が国の産業財産権情報の英訳等の作成を行う。 

 

【指標】 

（定量指標） 

指標４－１：特許庁の職員の能力向上状況を踏まえて判断を行う。特許庁の職員に対し、法定研修や

職員の能力向上に資する研修を確実に実施し、中期目標期間中毎年度、４００科目数以

上を達成する。 

 

指標４－２：特許庁の職員研修担当者に対し、ＩＮＰＩＴが提供した特許庁職員向け研修について、

Ａ．特許庁職員の能力向上に如何に貢献しているか、Ｂ．研修運営が特許庁の満足する

レベルに達しているかの２つの評価項目に関するヒアリングを行い、それぞれの項目を
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４段階で評価し、各項目の最上位評価指標の平均割合について、中期目標期間中毎年度、

２５％以上を達成する。（アウトカム指標）【重要度高】【困難度高】 

 

（定性指標） 

指標４－３：特許庁の職員等に対する研修の実施にあたり、弁理士・弁護士等の実務家や大学・企業

研究者等が有する、特許庁業務では得られない経験・ノウハウ等を特許庁に対して提供

し、職員等の能力向上に貢献する。 

 

＜留意事項・想定される外部要因＞ 

・成果指標について、必須実施研修の科目数の増減は特許庁の研修計画に左右されるため、特許庁の

研修方針が大幅に変わるような事態があれば科目数にも影響が及ぶ。こうした環境変化があった場

合には評価において適切に考慮するものとする。 

 

＜指標水準の考え方＞ 

指標４－１：第五期中期目標期間中、過去３年間における平均必須科目数は３７２科目であったが、

特許庁の要請に応じた研修実施を考慮して４００科目数以上の実施を目標とする。 

 

指標４－２：特許庁職員の能力向上及び研修運営の満足度については、ＩＮＰＩＴに対し相当程度高

い成果を求めるものであり過去には実施していない試みであること、特許庁の職員研修

担当者において厳格に審査をすることを踏まえ、各項目において実施する４段階評価の

うち最上位評価の平均割合について、四半分である２５％以上を目標とする。 

 

＜重要度高・困難度高の設定理由＞ 

指標４－２： 

【重要度高】 複雑化・高度化する出願に対応するため、特許審査官が複数の技術分野に習熟するよ

う措置を講じることが「知財推進計画２０２３」にも掲げられていることを含め、特

許庁職員の人材育成は推進計画に掲げられた重点施策に取り組んで行く上で、効果指

標としては重要である。 

【困難度高】 能力向上への貢献度、満足度の評価は、絶対評価が困難であることを踏まえれば、各

項目の最上位評価指標の平均割合２５％以上は達成困難な指標である。 

 

Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項 

国民に対して提供するサービスの質の向上を図りつつ、業務を効果的･効率的に実施するため、理事

長によるリーダーシップ・トップマネジメントの下、以下の取組を行うものとする。 

 

１．業務の効果的な実施 

（１）目標管理と進捗管理を基本にすえたＰＤＣＡマネジメント 

各業務の進捗状況を反映する活動モニタリング指標を活用しつつ、目標管理と進捗管理を踏まえ
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た業務マネジメントを実施する。その上で、ＰＤＣＡサイクルをより一層徹底し、業務の継続的な

改善を図り、個々の事業の特性や政策課題に応じた効果的で質の高い業務運営に努める。 

 

（２）組織外の人材の知見とノウハウ等の効果的な活用 

外部有識者等の人材がもつ知見とノウハウ等を活用することによって業務の効果的な実施が可

能となることが予見される事業においては、外部有識者へのヒアリング等を活用し、業務の効果的

な実施を図る。 

 

（３）プロパー職員・専門人材の採用と育成 

今後のＩＮＰＩＴの業務・組織体制等も見据え、プロパー職員の計画的な採用を行う。また、プ

ロパー職員の業務ノウハウの円滑な継承やモチベーション向上のため、採用後のキャリアパスを明

確化した人材育成方針等を策定し、計画的な人事配置や研修を行う。 

さらに、ＩＮＰＩＴが知的財産経営支援の中核機関としての役割を果たすためには、「知財」と「経

営」を上手く結びつけられる人材の確保が求められるところ、企業経営について専門的な知識を有

する人材を採用できるよう検討を進める。 

 

２．業務運営の合理化 

デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進等により、デジタルを活用した利便性の高い情

報分析のための ITサービスの導入を検討・実施し、政策的エビデンス情報の収集分析及び組織内業務

の効率化を推進する。 

 

３．業務の適正化 

（１）一般管理費と業務経費の効率化 

運営費交付金を充当して行う業務については、一般管理費及び業務経費の合計について、新規追

加・拡充分を除き、第六期中期目標期間の最終年度までに初年度に対して、４％以上（毎年度、前

年度比１．３％程度）の効率化を図る。 

 

（２）委託等によって実施する業務の適正化 

委託等により実施する業務については、ＩＮＰＩＴが策定した「調達等合理化計画」に基づく取

組を着実に実施し、外部委員から構成される契約監視委員会による精査と指示に基づいて、一者応

札・一者応募の解消を含め契約の適正化を推進するとともに、外部有識者の活用や調達結果の公表

等透明性の確保を図る。 

 

（３）組織体制及び業務の見直し 

政策的要請に伴う業務の新設・増加に対応しつつ、効果的・効率的な組織体制を構築する。その

ため、経済産業省・特許庁と協議しつつ、外部環境の変化等により継続実施する必然性が薄れた業

務については、組織体制及び事業内容の見直し、廃止、又は類似業務との統合等を進める。 
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４．給与水準の適正化 

給与水準の適正化の取組を継続するため、人事院勧告等を踏まえた給与改定を行い、国家公務員と

同程度の給与水準を維持するとともに、その検証結果、取組状況を公表する。 

 

５．情報システムの整備及び管理業務 

デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」（令和３年１２月２４日デジ

タル大臣決定）（以下「政府方針」という。）に則り、情報システムの適切な整備及び管理について投

資対効果を精査した上で行うとともに、政府方針の改定等に適切に対応する。 

 また、クラウドサービスを利用できる場合、クラウドサービスを効果的に活用することを盛り込ん

だ仕様書により情報システムの調達を進める。 

 加えて、情報システムの利用者に対する利便性向上（操作性、機能性等の改善を含む。）や、データ

の利活用及び管理の効率化に継続して取り組む。 

 上記取組の実施に際しては、以下の指標により対応する。 

【指標】 

・ＰＭＯの支援実績 

・情報システムの調達時における、投資対効果に係る精査実績 

・クラウドサービスの活用実績 

 

Ⅴ 財務内容の改善に関する事項 

１．財務内容に関する信頼性と透明性の確保 

「独立行政法人会計基準（平成１２年２月１６日独立行政法人会計基準研究会策定、令和３年９月

２１日改訂）」等に準拠し作成を行うとともに、財務内容に関する信頼性を確保するため、経理事務処

理や財務諸表の作成作業において外部専門機関・人材の知見を積極的に活用する。また、財務諸表は

毎年度、ホームページで公開する。 

 

２．効率化予算による運営 

運営費交付金を充当して行う業務については「Ⅳ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた事項を

踏まえた中期計画の予算を作成して運営を行うとともに、各年度期末における運営費交付金債務に関

し、その発生要因を厳格に分析し、減少に向けた努力を行う。また、独立行政法人会計基準の改訂等

により、運営費交付金の会計処理として、業務達成基準による収益化が原則とされたことを踏まえ、

収益化単位の業務ごとに予算と実績を管理する。 

 

３．業務コストの削減 

管理会計手法（業務コスト分析等）、業務プロセス分析や契約監視委員会の活用による競争的調達等

による業務コストの削減等を推進するとともに、持続可能な調達活動も意識しながら業務を実施する。 

 

４．自己収入の確保 

受講料を徴収している民間等の人材を対象とする研修については、研修の内容・効果等を勘案して、
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受講料を徴収する新規研修の検討を、また、産業財産権情報提供サービスの利活用を促すための個別

セミナーの有償化についての検討を行う。 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要事項 

１．内部統制の充実・強化 

（１）内部統制の基盤の充実 

「「独立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」について」（平成２６年１１月２

８日付総管査第３２２号総務省行政管理局長通知）を踏まえ、理事長のリーダーシップに基づき、

ＩＮＰＩＴの全ての役職員が、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法

令等の遵守、資産の保全等、内部統制の機能と役割を理解し、日常の業務に反映する取組を継続的

に実施する。 

 

（２）ＩＮＰＩＴの業務特性に応じた情報セキュリティ関係の取組 

ＩＮＰＩＴが運用する全ての情報システムについて、その扱う情報の格付けに応じて必要なセキ

ュリティ対策を実施する。 

また、情報セキュリティ対策については、サイバーセキュリティ戦略等の政府の方針を踏まえて、

サイバーセキュリティ戦略本部において作成された政府機関等のサイバーセキュリティ対策のた

めの統一基準群（以下「統一基準群」という。）に基づき、ＩＮＰＩＴの全ての役職員に情報セキュ

リティ対策を徹底するとともに、統一基準群を踏まえて定めた「情報・研修館セキュリティポリシ

ー」を遵守して業務が適切に実施されているかについて、毎年度、内部監査を実施する。委託等に

より外部機関に実施させる業務についても、必要に応じてＩＮＰＩＴによるヒアリング等を実施す

る。 

さらに、ＮＩＳＣ（内閣サイバーセキュリティセンター）等が提供する情報システムの脆弱性等

に関する情報に基づき、サイバー攻撃の未然の防止に努めるとともに、サイバー攻撃等のセキュリ

ティインシデント等が発生した際の初期対応等について職員の教育を徹底すること等により、情報

セキュリティの強化を図る。 

 

２．広報活動の強化 

ＩＮＰＩＴの支援施策の利用促進には、ＩＮＰＩＴの知名度・認知度を高めるとともに、知財の重

要性についての理解の向上を図ることが重要である。 

ＩＮＰＩＴの知名度・認知度が十分とは言えない現状に鑑み、知財に関する総合的な支援機関とし

ての知名度・認知度を高めるため、より効果的な広報のあり方について検討を行いつつ、ＩＮＰＩＴ

のブランド力を高めて広報活動を強化する。 

 

３．大規模災害等発生時の対応 

自然災害や突発的な事故等の非常事態に備え、関連規程やマニュアル等を毎年度点検し、必要な見

直しを行うなど危機管理体制の強化を図る。 
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（以上） 

 

 


